
循環型社会と低炭素型社会の統合的推進

○ 熱回収（廃棄物発電・余熱利用）の機能を有する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設＊1

を設置している者は、一定の基準＊2に適合していることについて、都道府県知事等の認定を受ける
ことができる。

～熱回収施設設置者の認定制度の概要～

＊１ 都道府県知事等の許可を受けている廃棄物処理施設に限る。
＊２ 環境省令で定める熱回収施設の技術上の基準及び申請者の能力基準

○ 認定は、一定の期間ごとにその更新を受けなければ失効する。

○ 都道府県知事等は、認定熱回収施設設置者が、認定基準に適合しなくなったときは、
認定を取り消すことができる。

○ 認定を受けた者は、その熱回収施設及び能力が優れていることを公的に評価されることとなり、
意識の高い排出事業者がこうした認定業者に処理委託を行うケースが増加するという効果を期待。

○ 循環基本法の基本原則を踏まえ、３Ｒを図りつつ、廃棄物の焼却時に熱回収を
行うことを徹底。

効 果

改正概要

熱回収の現状

廃棄物の焼却時の
熱利用が進んでいない

298施設
(23%)

558施設
(43%)

429施設
(33%)

106炉
（7%）329炉

（23%）979炉
（69%）

余熱利用あり

（発電あり）
余熱利用あり

（発電なし）
余熱利用なし

一般廃棄物焼却施設（平成19年度）
（市町村、一部事務組合が設置した1285の焼却施設）

産業廃棄物焼却炉（平成20年度）
（調査に対する回答のあった1,414炉）

資料２

1



熱回収率の現状把握

●稼働中の焼却施設の熱回収状況

・廃棄物由来の入熱量（Ew）
・外部燃料由来の入熱量（Ef）
・立上げ・立下げ時の助燃用燃料由来の入熱量（Ei）
※ Ew + Ef = 1で基準化

●処理能力別熱回収状況

・発電量（EPe）
・熱利用量（EPh）
※ EPe : EPh = 1 :1 

○産廃処理業者は、セメント工場や製紙工場と比べて規模が小さく、廃棄物比率も高いため、
発電効率は7%程度、熱利用率は3%程度と低い。
○セメント工場、製紙会社は、産廃処理業者に比べ規模が大きく、発電効率や熱利用率が高い。

調査主体：環境省（H21 ）
対象：産業廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類排出状況調査（H20年度）
のうち、発電施設を保有している施設（74事業者83施設）

施設分類 施設
数

平均年間
処理量(t)

平均発電
能力(kW)

平均
廃棄物比率

平均
発電効率

平均
熱利用率

1:廃棄物処理業者 32 46,907 3,877 89.0% 6.9% 3.3%
2:セメント工場 6 405,399 13,245 56.2% 15.9% 0.6%
3：製紙工場 18 113,731 20,331 48.6% 15.0% 23.5%
4:自社処理他 13 31,843 5,343 57.5% 8.6% 36.8%

合計 69 ― ― ― ― ―

発電は大規模施設
（処理能力2t/h以上）

余熱利用は小
規模施設でも
実施

余熱利用は

全産廃焼却施設
の約３割のみ

●施設分類別の発電効率と熱利用率

出典：環境省（H21）
出典：環境省（H21）
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産廃処理施設における熱回収状況

入熱量
・廃棄物由来の入熱量（Ew）
・外部燃料由来の入熱量（Ef）
※ Ew + Ef = 1で基準化

熱回収量
・発電量（EPe）
・熱利用量（EPh）
※ EPe : EPh = 1 :1 

調査主体：環境省（H21 ）
対象：産業廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類排出状況調査（H20年度）
のうち、発電施設を保有している施設（74事業者83施設）
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熱回収率の算定式・基準値

発電量(MWh)×3600(MJ/MWh)＋熱利用量(MJ)－0.4(1)×外部燃料入熱(2)(MJ)
投入エネルギー（廃棄物＋外部燃料）(MJ)

熱回収率(%)＝

◆熱回収率の基準値：10%
・産廃熱回収炉の約33%
（焼却施設全体の約10%）が

熱回収施設認定基準値を満足

認定基準値案
（10%）

(1)2008年度のわが国の火力発電所の熱効率約41%（電気事業連合会ホームページより）を参考に設定。
(2)外部燃料は、廃棄物以外の購入燃料とする。
(3)外部燃料由来の熱量が、投入エネルギー全体の30％を超過する場合は、認定の対象外。

（平成21年度 環境省調査）

発電量＋熱利用量－外部燃料による熱回収量
投入熱量

＝ ×100(%)
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熱回収率の基準値をクリアする産廃処理施設

認定基準値案
（10%）

5

熱回収率15%を超える施設の概要
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